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○ 庄 原 市 出 産 祝 金 支 給 要 綱  

平 成 2 7年 ３ 月 1 2日 告 示 第 3 6号  

改 正  

令 和 元 年 ５ 月 3 1日 告 示 第 1 1号 の ２  

庄 原 市 出 産 祝 金 支 給 要 綱  

庄 原 市 出 産 祝 い 金 交 付 要 綱 （ 平 成 1 7年 庄 原 市 告 示 第 1 8 7号 ） の 全 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

（ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 要 綱 は 、 子 の 誕 生 を 祝 福 す る と と も に 、 次 代 を 担 う 子 の 健 や か な 育 成 を 願 う た め 、 保 護

者 に 対 し て 出 産 祝 金 （ 以 下 「 祝 金 」 と い う 。 ） を 支 給 す る こ と に 関 し 、 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と

す る 。  

（ 定 義 ）  

第 ２ 条  こ の 要 綱 に お い て 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は 、 当 該 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

(１ )  児 童  出 生 か ら 1 8歳 に 達 す る 日 以 後 の 最 初 の ３ 月 3 1日 ま で の 間 に あ る 者 を い う 。  

(２ )  支 給 対 象 児 童  新 生 児 で あ っ て 、 出 生 日 と 本 市 の 住 民 と な っ た 日 が 同 一 日 の 児 童 を い う 。  

(３ )  保 護 者  児 童 を 監 護 し 、 か つ 、 こ れ と 生 計 を 同 じ く す る そ の 父 又 は 母 を い う 。 た だ し 、 当 該

父 又 は 母 の 死 亡 そ の 他 市 長 が 特 に 必 要 と 認 め る 場 合 は 、 支 給 対 象 児 童 を 監 護 し 、 か つ 、 こ れ と 生

計 を 同 じ く す る 親 族 等 を い う 。  

（ 支 給 要 件 ）  

第 ３ 条  祝 金 は 、 支 給 対 象 児 童 が 出 生 し た 場 合 に お い て 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 要 件 の い ず れ に も 該 当 す

る 保 護 者 に 支 給 す る 。  

(１ )  支 給 対 象 児 童 の 出 生 日 に お い て １ 年 以 上 引 き 続 き 市 内 に 住 所 を 有 し て い る こ と 。  

(２ )  申 請 時 に お い て 支 給 対 象 児 童 と 同 居 し て い る こ と 。  

(３ )  祝 金 の 受 給 後 １ 年 以 上 、 支 給 対 象 児 童 と と も に 市 内 に 住 所 を 有 す る 意 思 が あ る こ と 。  

２  前 項 第 １ 号 の 規 定 に か か わ ら ず 、 支 給 対 象 児 童 の 出 生 日 に お い て 支 給 対 象 児 童 の 保 護 者 が 市 内 に

住 所 を 有 し て お り 、 か つ 、 市 内 に 引 き 続 き 住 所 を 有 し た 期 間 が １ 年 未 満 の 場 合 、 当 該 期 間 と 出 生 日

以 後 も 引 き 続 き 市 内 に 住 所 を 有 す る 期 間 を 合 算 し て １ 年 を 経 過 し た と き は 、 当 該 経 過 し た 日 を も っ

て 同 号 の 要 件 に 該 当 し た も の と み な す 。  

（ 祝 金 の 額 ）  

第 ４ 条  祝 金 の 額 は 、 支 給 対 象 児 童 １ 人 に つ き 、 次 の と お り と す る 。  

(１ )  第 １ 子 及 び 第 ２ 子  1 0万 円  
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(２ )  第 ３ 子 以 降  2 5万 円  

２  支 給 対 象 児 童 が 前 項 各 号 の い ず れ に 該 当 す る か を 判 断 す る 際 に は 、 当 該 支 給 対 象 児 童 の 保 護 者 が

監 護 し 、 か つ 、 生 計 を 同 じ く す る 児 童 の 中 で 長 子 を 第 １ 子 と し 、 年 齢 を 減 ず る ご と に そ の 順 位 を 増

し 、 当 該 支 給 対 象 児 童 が 長 子 か ら 数 え て 第 何 子 に 当 た る か に よ り 行 う も の と す る 。 た だ し 、 生 年 月

日 が 同 一 の 時 は 、 戸 籍 の 届 出 順 位 に よ る も の と す る 。  

（ 申 請 ）  

第 ５ 条  祝 金 の 支 給 を 受 け よ う と す る 保 護 者 は 、 庄 原 市 出 産 祝 金 支 給 申 請 書 （ 様 式 第 １ 号 ） を 市 長 に

提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

２  前 項 の 規 定 に 基 づ く 申 請 書 は 、 支 給 対 象 児 童 の 出 生 日 か ら 起 算 し て 6 0日 以 内 に 市 長 に 提 出 し な け

れ ば な ら な い 。た だ し 、第 ３ 条 第 ２ 項 の 規 定 に 基 づ き 、同 条 第 １ 項 第 １ 号 の 要 件 に 該 当 し た と き は 、

当 該 要 件 に 該 当 し た 日 か ら 起 算 し て 6 0日 以 内 に 、 申 請 書 を 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 支 給 決 定 等 ）  

第 ６ 条  市 長 は 、 前 条 の 申 請 書 を 受 理 し た と き は 、 そ の 内 容 を 審 査 し 、 適 当 と 認 め た と き は 、 庄 原 市

出 産 祝 金 支 給 決 定 通 知 書 （ 様 式 第 ２ 号 ） に よ り 保 護 者 に 通 知 す る と と も に 、 通 知 後 速 や か に 祝 金 を

支 給 す る も の と す る 。  

２  市 長 は 、 前 条 の 申 請 書 を 審 査 し た 結 果 、 そ の 内 容 が 不 適 当 と 認 め た と き は 、 庄 原 市 出 産 祝 金 不 支

給 決 定 通 知 書 （ 様 式 第 ３ 号 ） に よ り 保 護 者 に 通 知 す る も の と す る 。  

（ 祝 金 の 返 還 ）  

第 ７ 条  偽 り そ の 他 不 正 な 手 段 に よ り 祝 金 の 支 給 を 受 け た 者 が あ る と き は 、 市 長 は 、 支 給 し た 祝 金 を

返 還 さ せ る こ と が で き る 。  

２  市 長 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 祝 金 を 返 還 さ せ る と き は 、 別 に 定 め る 返 還 請 求 書 （ 様 式 第 ４ 号 ） に よ

り 通 知 す る も の と す る 。  

（ 支 給 対 象 か ら の 除 外 ）  

第 ８ 条  第 ３ 条 の 規 定 に か か わ ら ず 、 第 ５ 条 に 規 定 す る 申 請 後 第 ６ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 祝 金 の 支 給 ま

で の 間 に 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 は 、 祝 金 を 支 給 し な い こ と が で き る 。  

(１ )  保 護 者 又 は 支 給 対 象 児 童 が 転 出 し た と き 。  

(２ )  支 給 対 象 児 童 が 死 亡 し た と き 。  

（ そ の 他 ）  

第 ９ 条  こ の 要 綱 に 定 め る も の の ほ か 、 必 要 な 事 項 は 、 市 長 が 別 に 定 め る 。  

附  則  
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（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 告 示 は 、 平 成 2 7年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 経 過 措 置 ）  

２  こ の 告 示 は 、 平 成 2 7年 ４ 月 １ 日 以 後 に 出 生 し た 支 給 対 象 児 童 の 保 護 者 へ の 支 給 か ら 適 用 し 、 平 成

2 7年 ３ 月 3 1日 以 前 に 出 生 し た 支 給 対 象 児 童 の 保 護 者 へ の 支 給 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。  

附  則 （ 令 和 元 年 ５ 月 3 1日 告 示 第 1 1号 の ２ ）  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 告 示 は 、 令 和 ２ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 経 過 措 置 ）  

２  こ の 告 示 に よ る 改 正 後 の 庄 原 市 出 産 祝 金 支 給 要 綱 第 ４ 条 第 １ 項 第 １ 号 の 規 定 は 、 令 和 ２ 年 ４ 月 １

日 以 後 に 出 生 し た 支 給 対 象 児 童 の 保 護 者 へ の 支 給 か ら 適 用 し 、 令 和 ２ 年 ３ 月 3 1日 以 前 に 出 生 し た 支

給 対 象 児 童 の 保 護 者 へ の 支 給 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。  

様 式 （ 省 略 ）  


